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�y 施設周辺の空間線量率・地下水の水質などについて、施設設置前から測定し、施設設置前後において数値の比較を行い、
問題がないことを確認する予定。測定データを随時更新してウェブサイトなどで公表する予定。 
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・放射線の基礎知識・処
理の必要性等について、
分かりやすい広報番組
を作成し、定期的に放送 
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指定廃棄物の処理に係る広報活動 
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・住民が抱いている代表的な疑問に対し、副大臣・政務官が、一問一答形
式で丁寧に説明する番組を放送 
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16条調査の対象施設 

環境大臣（地方環境事務所長）へ報告され、調査の結果8,000 Bq/kgを超える汚染状態のものは、指定廃棄
物（特定廃棄物）となる。 

施設の種類 廃棄物の種類 
岩
手
県 

宮
城
県 

山
形
県 

福
島
県 

茨
城
県 

栃
木
県 

群
馬
県 

埼
玉
県 

千
葉
県 

東
京
都 

神
奈
川
県 

新
潟
県 

そ
の
他
道
府
県 

(1)水道施設 脱水汚泥、乾燥汚泥   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

(2)イ 公共下水道及び流域下
水道（焼却設備を用いて焼却
したものを排出する施設） 

焼却したもの       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

(2)ロ 公共下水道及び流域下
水道（脱水汚泥を排出する施
設） 

脱水汚泥       ○   ○             

(3)工業用水道施設 脱水汚泥、乾燥汚泥   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

(4)一般廃棄物処理施設及び
産業廃棄物処理施設である
焼却施設 

ばいじん、焼却灰その
他の燃え殻 

特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物の 
処分の用に供される 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

(5)集落排水施設 脱水汚泥、乾燥汚泥       ○                  
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＊免除規定の要件を満たしていても、免除申請をしていない施設も含まれる 

特措法16条の規定による調査・報告施設数の推移 
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特別維持管理基準 

特定一般廃棄物・特定産業廃棄物を処理 

廃棄物処理法に基づく通常の処理基準に加え、
特別処理基準を遵守 

特定一般廃棄物・ 
特定産業廃棄物の 
処分の用に供される 

廃棄物処理法に基づく維持管理基準に加え、 
特別維持管理基準を遵守 

一都九県に所在 
青森、秋田を除く東北4県、神
奈川を除く関東1都5県 

特別処理基準 

特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物にかかる特別処理基準・特別維持管理基準 

or 

焼却・熱分解・溶融・焼成施設、汚泥の脱水施設 

最終処分場 

特定一般廃棄物・特定産業
廃棄物の埋立処分の用に供

され、又は供された 

収集・運搬   ・積替え保管施設での表示義務 

焼却等       ・バグフィルター等の設置義務 等 

埋立処分  ・土壌層の設置と層状埋立 

        ・ばいじんと水との接触低減 等 

・排水、排ガスの放射能濃度の測定 

・排水、排ガスの放射性物質の濃度限度の設定 

・施設の敷地境界等での空間線量率の測定 

・記録の作成、保存 等 

収集・運搬、焼却・熱分解・溶融・焼成、埋立処分 

特
定
一
般
廃
棄
物
・特
定
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設 
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特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の要件に
ついては、平成24年８月20日の安全評価検討会
における検討を踏まえ、改正を実施（平成24年
11月に放射性物質汚染対処特措法施行規則を

改正）。当該要件見直しの考え方については、以
下のとおり。 

 ①施行規則制定後に得られた追加的な知見を踏
まえ、放射能濃度が6,400Bq/kgを超える廃棄物

が排出されておらず、一定程度に汚染された廃
棄物の多量排出が今後見込まれないと考えられ
る都道府県については、対象地域から外すこと
を基本とする。 

②さらに、放射能濃度が6,400Bq/kgを超える廃棄

物が排出されておらず、一定程度に汚染された
廃棄物の多量排出が今後見込まれないと考えら
れる特定の構造の施設・廃棄物の種類について
も、当該施設・廃棄物の種類を要件から除外す
る。 

③ただし、公共下水道・流域下水道の流動床炉以
外の焼却設備から生ずるばいじんについては放
射性セシウムの溶出に関する知見が不足してお
り、一般廃棄物・産業廃棄物の焼却施設から排
出されるばいじんは、放射性セシウムの溶出量
が高いという知見があるため、慎重な対処が必
要。よって、引き続き現行の要件を維持し、今後、
さらに知見が得られた場合には、改めて要件の
見直しを検討することとされた。 

特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の要件の見直しについて（平成24年１１月） 

特定一廃・特定産廃要件見直し概要 
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特定一般廃棄物焼却施設及び特定産業廃棄物焼却施設を対象とした 
廃棄物焼却施設における飛灰等の一時保管状況 

16都県より環境省に報告された特定一般廃棄物焼却施設・特定産業廃棄物焼却施設を対象とした飛灰等
の一時保管箇所数（指定廃棄物の保管は除く）の調査結果   

※本調査は、回答のあった283施設から集計 
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